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平成 30年 2月 14日 

沖縄県知事 翁長雄志 殿 
沖縄県環境部自然保護課 御中 
沖縄県土木建築部建築指導課 御中 
 

要 請 書 
 
開発行為による汚水排水が、保全利用協定の協定区域の海域に重大な影響を及ぼす懸念に

対して、沖縄振興特別措置法に基づく県による自然環境保全のための措置等の要請 
 
私たちは、県知事による認定を受けた白保サンゴ礁地区保全利用協定の締結事業者です。現在、

株式会社石垣島ホテル＆リゾーツ（以下、開発事業者）によって石垣市白保兼久原 2080-3（他 4筆）

で計画されている開発行為について、開示された計画では、開発区域には公共下水道がないため、

汚水排水施設から日量最大 300 ㎥の浄化槽処理水を地下浸透させることになっています。環境省の

報告書（添付資料１）によれば、サンゴ礁が健全に生育するための水質として、最大値でも全窒素

で 0.1ｍｇ/ℓ、全リンで 0.005ｍｇ/ℓとなっています。しかし、当該開発計画の浄化槽処理水は全窒素

で 10ｍｇ/ℓ、全リンで 0.5ｍｇ/ℓとなっており、約 100 倍の濃度で排出される計画です。この計画が

実施されれば、私たちが環境保全型自然体験活動を行う協定区域の海域の水質が大きく影響を受け、

世界的に貴重なアオサンゴ群集を含む西表石垣国立公園の生態系が回復不可能な損害を被ることに

なります。専門家も懸念を表明していて（添付資料２）、自然保護団体も開発計画の問題を指摘して

います（WWF ジャパン、日本自然保護協会）。開発が行われれば、私たちが国立公園の海域の保全と

利用について環境省と協議を踏まえて締結した協定の活動ができなくなることはもちろん、私たち

の事業自体にも支障が出て、新たな事業拠点を開発する必要性に迫られるなど、過大な負担を負う

ことになり、生活に支障が出る懸念もあります。県におきましては、開発計画の内容について、事

前に把握し、指導できる立場にあり、しかも保全利用協定を定めた沖縄県振興特別措置法第 25 条第

1 項および第 84 条の三においては、自然環境の保全に資するため、必要な措置を講ずるよう努める

と定められていることから、このたび以下の要請をさせていただくことにいたしました。 

 

要請内容 

１． 沖縄県振興特別措置法第 25 条第 1 項および第 84 条の三において、国も県と同じ義務を負

っており、また本協定区域が国立公園の海域公園地区で、県が認定した協定の締結に際し

て、私たち事業者が国（環境省）とも協議を重ねている。よって、県は当該開発行為の影

響を回避する対策について国（環境省）に対して意見照会および協議を行うこと。 

２． 当該開発計画の排水に関して、環境への開発後の影響を把握するために、県は、開発行為

開始前に当該海域に漏出している地下水について、サンゴ礁保全に係る水質や量、漏出箇

所など必要な調査をおこなうこと。 

３． 開発事業者が県に提出している開発許可申請について、もし県が許可を与える場合には、

前記１および２を踏まえて、主に水質及び光害と海浜利用に関して、自然環境を保全する

ための実効性のある対策を、都市計画法上の条件（法第 79条）とすること。 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3034&m=db






白保ホテル建設計画の問題点 

目崎茂和（三重大学名誉教授） 

 

 

 

世界有数のアオサンゴ群落など、健全な白保サンゴ礁環境の保全上

に危機をもたらす可能性が強い、リゾートホテル建設は、以下の理

由で阻止したい。 

（１） 白保のサンゴ生育・発達は、陸域からの清冽な地下水・河川

水の水質によるものであり、地下浸透を通じた有機分や洗剤

水を含む大量かつ恒常的なホテルからの排水は、イノー（礁

池）の富栄養化を促進化し、サンゴ生育に大きなダメージを



与え、死滅の可能性すら予感させる。 

（２） ホテルでの芝生への除草剤、農薬散布も、加えてイノー環境

の水質悪化をもたらす。 

（３） ひとたび、白保ビーチ沿岸に、ホテル建設が許可されると、

その立地環境の良さから、巨大ホテルが林立する可能性が高

いので、サンゴ保全がまったく困難になる。 

（４） リゾートホテルでは、ビーチ・アクティビティが盛んになる

ので、環境容量をオーバーして、サンゴのダメージが加速・

促進される。 

 

 

白保サンゴのためには、ホテル誘致より国立公園化を、勧めたい。 

 

この桟橋跡は、大津波のあと、波照間からの移住者を最初に上陸し

た地点であり、白保村の歴史的遺産であるので、サンゴとともに大

切に見守りたい。 




